
 
資料１          

 
 

令和２年壱岐市議会定例会９月会議 

議 案 関 係 資 料 
 

（改正条例新旧対照表） 
  



目     次  
議案第５３号関係 
 壱岐市税条例の一部を改正する条例 
 【第１条関係】壱岐市税条例新旧対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 
 【第２条関係】壱岐市税条例新旧対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 
議案第５４号関係 
 原の 一支国王都復元公園条例新旧対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 



１ 

壱岐市税条例の一部を改正する条例【第１条関係】 
壱岐市税条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第２３条まで （略） 第１条から第２３条まで （略）  

 （個人の市民税の非課税の範囲）  （個人の市民税の非課税の範囲）  

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税

（第２号に該当する者にあっては、第５３条の２の規定により

課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除

く。）を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者に

ついては、この限りでない。 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税

（第２号に該当する者にあっては、第５３条の２の規定により

課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除

く。）を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者に

ついては、この限りでない。 

 

 (1) （略）  (1) （略）  

 (2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の

合計所得金額が１２５万円を超える場合を除く。） 

 (2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親（これらの者の前

年の合計所得金額が１２５万円を超える場合を除く。） 

 

２ （略） ２ （略）  

第２５条から第３４条まで （略） 第２５条から第３４条まで （略）  

 （所得控除）  （所得控除）  

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各

号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び

第３項から第１２項までの規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡夫）

控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又

は扶養控除額を、所得割の納税義務者については、同条第２

項、第７項及び第１２項の規定により基礎控除額をそれぞれそ

の者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額から控除する。 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各

号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び

第３項から第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、

ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別

控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義務者については、同

条第２項、第６項及び第１２項の規定により基礎控除額をそれ

ぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所

得金額又は山林所得金額から控除する。 

 

第３４条の３から第３６条まで （略） 第３４条の３から第３６条まで （略）  



２ 

 （市民税の申告）  （市民税の申告）  

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日

までに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は

第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外

の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったも

の（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会

保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１

項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）若しくは法第３１４条の２第５項に規定する扶養控除額の

控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

３４条の７第１項及び第２項の規定により控除すべき金額（以

下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第２項に規定す

る者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者

を除く。）については、この限りでない。 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日

までに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は

第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外

の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったも

の（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会

保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１

項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の

控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

３４条の７第１項及び第２項の規定により控除すべき金額（以

下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第２項に規定す

る者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者

を除く。）については、この限りでない。 

 

２～９ （略） ２～９ （略）  

第３６条の３から第５３条の１２まで （略） 第３６条の３から第５３条の１２まで （略）  

 （固定資産税の納税義務者等）  （固定資産税の納税義務者等）  

第５４条 （略） 第５４条 （略）  

２～７ （略） ２～７ （略）  

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施 ８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施  



３ 

行規則第１０条の２の１２で定めるものを含む。）であって、

家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けた

ものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有

者が所有することとなったもの（以下この項において「特定附

帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用

に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた

者をもって第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち

家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課

する。 

行規則第１０条の２の１５で定めるものを含む。）であって、

家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けた

ものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有

者が所有することとなったもの（以下この項において「特定附

帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用

に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた

者をもって第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち

家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課

する。 

第５５条から第８６条まで （略） 第５５条から第８６条まで （略）  

 （種別割に関する申告又は報告）  （種別割に関する申告又は報告）  

第８７条 （略） 第８７条 （略）  

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更が

あった場合においては、その事由が生じた日から１５日以内

に、当該変更があった事項について軽自動車及び２輪の小型自

動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の４の２

様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の５様式による

申告書を市長に提出しなければならない。ただし、事項の規定

により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更が

あった場合においては、その事由が生じた日から１５日以内

に、当該変更があった事項について軽自動車及び２輪の小型自

動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の４の２

様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の５様式による

申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定

により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。 

 

３・４ （略） ３・４ （略）  

第８８条から第９３条の２まで （略） 第８８条から第９３条の２まで （略）  

 （たばこ税の課税標準）  （たばこ税の課税標準）  

第９４条 （略） 第９４条 （略）  

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻

たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するもの

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻

たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するもの

 



４ 

とする。 とする。ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻

たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもっ

て紙巻たばこの０．７本に換算するものとする。 

区分 重量 
１ 喫煙用の製造たばこ  
 ア 葉巻たばこ １グラム 
 イ パイプたばこ １グラム 
 ウ 刻みたばこ ２グラム 
２ かみ用の製造たばこ ２グラム 
３ かぎ用の製造たばこ ２グラム 

 

区分 重量 
１ 喫煙用の製造たばこ  
 ア 葉巻たばこ １グラム 
 イ パイプたばこ １グラム 
 ウ 刻みたばこ ２グラム 
２ かみ用の製造たばこ ２グラム 
３ かぎ用の製造たばこ ２グラム 

 

 

３ （略） ３ （略）  

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの

本数に換算する場合又は前項第１号に掲げる方法により同号に

規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場

合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１

個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得

た重量を第９２条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、そ

の合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うもの

とする。 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ（同項ただし書に規定

する葉巻たばこを除く。）の重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合又は前項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱

式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計

算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重

量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第９

２条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を

紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

 

５～１０ （略） ５～１０ （略）  

第９５条から第１５１条まで （略） 第９５条から第１５１条まで （略）  

   

   附 則    附 則  

第１条から第３条まで （略） 第１条から第３条まで （略）  

 （延滞金の割合等の特例）  （延滞金の割合等の特例）  

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４３条第２項、第４８条第５

項、第５０条第２項、第５３条の１２第２項、第７２条第２項、

第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９条第２項（第１４

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４３条第２項、第４８条第５

項、第５０条第２項、第５３条の１２第２項、第７２条第２項、

第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９条第２項（第１４

 



５ 

０条の７において準用する場合を含む。）及び第１４０条第２項

（第１４０条の７において準用する場合を含む。）に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割

合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年

の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示され

た割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下こ

の条において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場

合には、その年（以下この条において「特例基準割合適用年」と

いう。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては

当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パー

セントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

０条の７において準用する場合を含む。）及び第１４０条第２項

（第１４０条の７において準用する場合を含む。）に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割

合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平

均貸付割合をいう。次項において同じ。）に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．

３パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、

年１４．６パーセントの割合にあってはその年における延滞金

特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３

パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの割

合）とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例

基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年

の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が

年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中にお

いては、その年における当該加算した割合とする。 

 

 （納期限の延長に係る延滞金の特例）  （納期限の延長に係る延滞金の特例）  

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条

第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商

業手形の基準割引率が年５．５パーセントを超えて定められる

日からその後年５．５パーセント以下に定められる日の前日ま

での期間（当該期間内に前条第２項の規定により第５２条第１

項及び第４項に規定する延滞金の割合を前条第２項に規定する

特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期

間を除く。以下この項において「特例期間」という。）内（法人

税法第７５条の２第１項（同法第１４４条の８において準用す

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条

第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商

業手形の基準割引率が年５．５パーセントを超えて定められる

日からその後年５．５パーセント以下に定められる日の前日ま

での期間（当該期間内に前条第２項の規定により第５２条第１

項及び第４項に規定する延滞金の割合を前条第２項に規定する

加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期

間を除く。以下この項において「特例期間」という。）内（法人

税法第７５条の２第１項（同法第１４４条の８において準用す
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る場合を含む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１

項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２４第

１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定す

る申告書の提出期限が当該年５．５パーセント以下に定められ

る日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例

期間内に到来する場合における当該市民税に係る第５２条の規

定による延滞金にあっては、当該年５．５パーセントを超えて定

められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間

内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第

５２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセン

トの割合は、これらの規定及び前条第２項の規定にかかわらず、

当該年７．３パーセントの割合と当該申告基準日における当該

商業手形の基準割引率のうち年５．５パーセントの割合を超え

る部分の割合を年０．２５パーセントの割合で除して得た数を

年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計し

た割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセントの割合を

超える場合には、年１２．７７５パーセントの割合）とする。 

る場合を含む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１

項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２４第

１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定す

る申告書の提出期限が当該年５．５パーセント以下に定められ

る日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例

期間内に到来する場合における当該市民税に係る第５２条の規

定による延滞金にあっては、当該年５．５パーセントを超えて定

められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間

内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第

５２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセン

トの割合は、これらの規定及び前条第２項の規定にかかわらず、

当該年７．３パーセントの割合と当該申告基準日における当該

商業手形の基準割引率のうち年５．５パーセントの割合を超え

る部分の割合を年０．２５パーセントの割合で除して得た数を

年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計し

た割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセントの割合を

超える場合には、年１２．７７５パーセントの割合）とする。 

２ （略） ２ （略）  

第４条の２から第１６条の４まで （略） 第４条の２から第１６条の４まで （略）  

 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）  （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）  

第１７条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第３１条第１項に規定する譲渡所得を有する場合には、当

該譲渡所得については、第３３条及び第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対

し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

第１７条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第３１条第１項に規定する譲渡所得を有する場合には、当

該譲渡所得については、第３３条及び第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対

し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除
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金額とし、これらの金額につき第３項第１号の規定により読み

替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。）の

１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課す

る。 

する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得

金額」という。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民

税の所得割を課する。 

２・３ （略） ２・３ （略）  

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例） 

 

第１７条の２ （略） 第１７条の２ （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合におい

て、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特

別措置法第３３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５

条の２まで、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、第３７

条の４から第３７条の６まで、第３７条の８又は第３７条の９

の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合におい

て、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特

別措置法第３３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５

条の３まで、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、第３７

条の４から第３７条の６まで、第３７条の８又は第３７条の９

の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

 

   

   以 下 （略）    以 下 （略）  
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壱岐市税条例の一部を改正する条例【第２条関係】 
壱岐市税条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第１８条の４まで （略） 第１条から第１８条の４まで （略）  

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞

金） 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞

金） 

 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、第

４６条の２若しくは第４６条の５（第５３条の７の２において

準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第４７条の

４第１項（第４７条の５第３項において準用する場合を含む。以

下この条において同じ。）、第４８条第１項（法第３２１条の８

第２２項及び第２３項の申告書に係る部分を除く。）、第５３条

の７、第６７条、第８１条の６第１項、第８３条第２項、第９８

条第１項若しくは第２項、第１０２条第２項、第１３９条第１項

又は第１４５条第３項に規定する納期限後にその税金を納付

し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金

額にその納期限（納期限の延長があったときは、その延長された

納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号において同じ。）

の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年１４．

６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から

第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日ま

での期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付

し、又は納入書によって納入しなければならない。 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、第

４６条の２若しくは第４６条の５（第５３条の７の２において

準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第４７条の

４第１項（第４７条の５第３項において準用する場合を含む。以

下この条において同じ。）、第４８条第１項（法第３２１条の８

第３４項及び第３５項の申告書に係る部分を除く。）、第５３条

の７、第６７条、第８１条の６第１項、第８３条第２項、第９８

条第１項若しくは第２項、第１０２条第２項、第１３９条第１項

又は第１４５条第３項に規定する納期限後にその税金を納付

し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にそ

の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限

とする。以下第１号、第２号及び第５号において同じ。）の翌日

から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パー

セント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から第４号

までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日までの期

間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は

納入書によって納入しなければならない。 

 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略）  

 (4) 法第６０１条第３項若しくは第４項（これらの規定を法

第６０２条第２項及び第６０３条の２の２第２項において準

 (4) 法第６０１条第３項若しくは第４項（これらの規定を法

第６０２条第２項及び第６０３条の２の２第２項において準
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用する場合を含む。）、第６０３条第３項又は第６０３条の

２第５項の規定によって徴収を猶予した税額 当該猶予した

期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から１月を経過する

日までの期間 

用する場合を含む。）、第６０３条第３項又は第６０３条の

２第５項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期

間又は当該猶予した期間の末日の翌日から１月を経過する日

までの期間 

 (5) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第

２項、第４項又は第１９項の規定による申告書に限る。）に

係る税額（次号に掲げるものを除く。） 当該税額に係る納

期限の翌日から１月を経過する日 

 (5) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第

２項、又は第３１項の規定による申告書に限る。）に係る税

額（次号に掲げるものを除く。） 当該税額に係る納期限の

翌日から１月を経過する日 

 

 (6) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及

び第２３項の申告書を除く。）でその提出期限後に提出した

ものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から１月

を経過する日 

 (6) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第３４項及

び第３５項の申告書を除く。）でその提出期限後に提出した

ものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から１月

を経過する日 

 

 （年当たりの割合の基礎となる日数）  （年当たりの割合の基礎となる日数）  

第２０条 前条、第４３条第２項、第４８条第５項、第５０条第

２項、第５２条第１項及び第４項、第５３条の１２第２項、第

７２条第２項、第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９

条第２項並びに第１４０条第２項の規定に定める延滞金の額の

計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、 閏
うるう

年

の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。 

第２０条 前条、第４３条第２項、第４８条第５項、第５０条第

２項、第５２条第１項、第５３条の１２第２項、第７２条第２

項、第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９条第２項及

び第１４０条第２項の規定に定める延滞金の額の計算につきこ

れらの規定に定める年当たりの割合は、 閏
うるう

年の日を含む期

間についても、３６５日当たりの割合とする。 

 

第２１条及び第２２条 （略） 第２１条及び第２２条 （略）  

 （市民税の納税義務者等）  （市民税の納税義務者等）  

第２３条 （略） 第２３条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、

かつ、令第４７条に規定する収益事業を行うもの（当該社団又

は財団で収益事業を廃止したものを含む。第３１条第２項の表

の第１号において「人格のない社団等」という。）又は法人課

税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節（第４

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、

かつ、令第４７条に規定する収益事業（以下この項及び第３１

条第２項の表第１号において「収益事業」という。）を行うも

の（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号

において「人格のない社団等」という。）又は法人課税信託の
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８条第１０項から第１２項までを除く。）の規定中法人の市民

税に関する規定を適用する。 

引受けを行うものは、法人とみなして、この節（第４８条第９

項から第１６項までを除く。）の規定中法人の市民税に関する

規定を適用する。 

第２４条から第３０条まで （略） 第２４条から第３０条まで （略）  

 （均等割の税率）  （均等割の税率）  

第３１条 （略） 第３１条 （略）  

２ 第２３条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割

の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に定める額とする。 

２ 第２３条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割

の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に定める額とする。 

 

法人の区分 税率 
(1) 次に掲げる法人 
イ 法人税法第２条第５号の公共法

人及び法第２９４条第７項に規定

する公益法人等のうち、法第２９

６条第１項の規定により均等割を

課することができないもの以外の

もの（法人税法別表第２に規定す

る独立行政法人で収益事業を行う

ものを除く。） 
ロ 人格のない社団等 
ハ 一般社団法人（非営利型法人（法

人税法第２条第９号の２に規定す

る非営利型法人をいう。以下この

号においても同じ。）に該当するも

のを除く。）及び一般財団法人（非

営利型法人に該当するものを除

く。） 
ニ 保険業法（平成７年法律第１０

５号）に規定する相互会社以外の

年額 ５０，０００円 
法人の区分 税率 

(1) 次に掲げる法人 
イ 法人税法第２条第５号の公共法

人及び法第２９４条第７項に規定

する公益法人等のうち、法第２９

６条第１項の規定により均等割を

課することができないもの以外の

もの（法人税法別表第２に規定す

る独立行政法人で収益事業を行う

ものを除く。） 
ロ 人格のない社団等 
ハ 一般社団法人（非営利型法人（法

人税法第２条第９号の２に規定す

る非営利型法人をいう。以下この

号においても同じ。）に該当するも

のを除く。）及び一般財団法人（非

営利型法人に該当するものを除

く。） 
ニ 保険業法（平成７年法律第１０

５号）に規定する相互会社以外の

年額 ５０，０００円 
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法人で資本金の額又は出資金の額

を有しないもの（イからハまでに

掲げる法人を除く。） 
ホ 資本金等の額（法第２９２条第

１項第４号の５に規定する資本金

等の額をいう。以下この表及び第

４項において同じ。）を有する法人

（法人税法別表第２に規定する独

立行政法人で収益事業を行わない

もの及びニに掲げる法人を除く。

以下この表及び第４項において同

じ。）で資本金等の額が１，０００

万円以下であるもののうち、市内

に有する事務所、事業所又は寮等

の従業者（俸給、給料若しくは賞与

又はこれらの性質を有する給与の

支給を受けることとされる役員を

含む。）の数の合計数（次号から第

９号までにおいて「従業者数の合

計数」という。）が５０人以下のも

の 
（以下略） （以下略） 

 

法人で資本金の額又は出資金の額

を有しないもの（イからハまでに

掲げる法人を除く。） 
ホ 資本金等の額（法第２９２条第

１項第４号の２に規定する資本金

等の額をいう。以下この表及び第

４項において同じ。）を有する法人

（法人税法別表第２に規定する独

立行政法人で収益事業を行わない

もの及びニに掲げる法人を除く。

以下この表及び第４項において同

じ。）で資本金等の額が１，０００

万円以下であるもののうち、市内

に有する事務所、事業所又は寮等

の従業者（俸給、給料若しくは賞与

又はこれらの性質を有する給与の

支給を受けることとされる役員を

含む。）の数の合計数（次号から第

９号までにおいて「従業者数の合

計数」という。）が５０人以下のも

の 
（以下略） （以下略） 

 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第３１２

条第３項第１号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第２号

の連結事業年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の

連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号の期間中に

おいて事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た

額を１２で除して算定するものとする。この場合における月数

は、暦に従って計算し、１月に満たないときは１月とし、１月

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第３１２

条第３項第１号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項

第２号の期間又は同項第３号の期間中において事務所、事業所

又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を１２で除して算定

するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算

し、１月に満たないときは１月とし、１月に満たない端数を生

じたときは切り捨てる。 

 



１２ 

に満たない端数を生じたときは切り捨てる。 

４ （略） ４ （略）  

第３２条から第４７条の６まで （略） 第３２条から第４７条の６まで （略）  

 （法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付）  

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項、第１９項、第２２項及び第２

３項の規定による申告書（第１０項、第１１項及び第１３項に

おいて「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第

４項、第１９項及び第２３項の申告納付にあってはそれぞれこ

れらの規定による納期限までに、同条第２２項の申告納付にあ

っては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同

条第１項後段及び第３項の規定により提出があったものとみな

される申告書に係る税金を施行規則第２２号の４様式による納

付書により納付しなければならない。 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１

条の８第１項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項の規

定による申告書（第９項、第１０項及び第１２項において「納

税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第３１項及び

第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納

期限までに、同条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市長

に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及び第

２項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第２２号の４様式による納付書により納付

しなければならない。 

 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する

法人（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別

措置法第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第

４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１

条の８第２４項及び令第４８条の１２の２に規定するところに

より、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税

割額から控除する。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する

法人（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別

措置法第６６条の７第４項及び第１０項の規定の適用を受ける

場合には、法第３２１条の８第３６項及び令第４８条の１２の

２に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により

申告納付すべき法人税割額から控除する。 

 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第

１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適

用を受ける場合には、法第３２１条の８第２５項及び令第４８

条の１２の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項

の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第３項及び第

９項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第３７

項及び令第４８条の１２の３に規定するところにより、控除す

べき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合に

は、法第３２１条の８第２６項及び令第４８条の１３に規定す

るところにより、控除すべき額を第１項の規定により申告納付

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合に

は、法第３２１条の８第３８項及び令第４８条の１３に規定す

るところにより、控除すべき額を第１項の規定により申告納付
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すべき法人税割額から控除する。 すべき法人税割額から控除する。 

５ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（同条第２１項

の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係

る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、第２

項、第４項又は第１９項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限とする。第７項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額

に年１４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項

の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限

前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はその期

間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して施行規則第２２号の４様式による納付書に

より納付しなければならない。 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３項

の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係

る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、第２

項又は第３１項の納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．

６パーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定の適

用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出さ

れたときは、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の

翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して施行規則第２２号の４様式による納付書により納付し

なければならない。 

 

６ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２

項、第４項又は第１９項に規定する申告書を提出した日（当該申

告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提

出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第２２項に規定

する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規

定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した

場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提

出した日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合

において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当

該申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

６ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２項

又は第３１項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がそ

の提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の

翌日から１年を経過する日後に同条第３４項に規定する申告書

を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れ

た法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更

正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除

き、当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日

（法第３２１条の８第３５項の規定の適用がある場合におい

て、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告

書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間か

ら控除する。 

 

７ 第５項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定す

る申告書（以下この項において「修正申告書」という。）の提出

があったとき（当該修正申告書に係る市民税について同条第１

７ 第５項の場合において、法第３２１条の８第３４項に規定す

る申告書（以下この項において「修正申告書」という。）の提出

があったとき（当該修正申告書に係る市民税について同条第１
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項、第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以下この項

において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当

該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正

（これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」と

いう。）があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限

る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当

初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達

するまでの部分に相当する税額に限る。）については、前項の規

定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の

規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書

に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民

税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の

基礎となる期間から控除する。 

項、第２項又は第３１項に規定する申告書（以下この項において

「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申

告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）が

あった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当

該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に

係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの

部分に相当する税額に限る。）については、前項の規定にかかわ

らず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免

れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による

更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民

税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあって

は、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

 (1) （略）  (1) （略）  

 (2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の

請求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）

である場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求

に基づくものに限る。）によるものである場合には、当該減

額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する

日）の翌日から当該修正申告書を提出した日（法第３２１条

の８第２３項の規定の適用がある場合において、当該修正申

告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書

の提出期限）までの期間 

 (2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の

請求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）

である場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求

に基づくものに限る。）によるものである場合には、当該減

額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する

日）の翌日から当該修正申告書を提出した日（法第３２１条

の８第３５項の規定の適用がある場合において、当該修正申

告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書

の提出期限）までの期間 

 

８ （略） ８ （略）  

９ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申

告書を提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の

規定の適用を受けているものが、同条第４項の規定の適用を受

ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関
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係（同法第２条第１２号の７の７に規定する連結完全支配関係

をいう。第５０条第３項及び第５２条第４項において同じ。）

がある連結子法人（同法第２条第１２号の７に規定する連結子

法人をいう。第５０条第３項及び第５２条第４項において同

じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６号に規定する連結申

告法人をいう。第５２条第４項において同じ。）に限る。）に

ついては、同法第８１条の２４第４項の規定の適用に係る当該

申告書に係る連結法人税額（法第３２１条の８第４項に規定す

る連結法人税額をいう。以下この項及び第５２条第４項におい

て同じ。）の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に

該当する期間に限る。第５２条第４項において同じ。）に限

り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準とし

て算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額に

ついては、当該連結法人税額について法人税法第８１条の２４

第１項の規定の適用がないものとみなして、第１８条の２の規

定を適用することができる。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国

法人は、第１項の規定により、納税申告書により行うこととされ

ている法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわら

ず、同条第４２項及び施行規則で定めるところにより、納税申告

書に記載すべきものとされている事項（次項及び第１２項にお

いて「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に規

定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方

税共同機構（第１２項において「機構」という。）を経由して行

う方法により市長に提供することにより、行わなければならな

い。 

９ 法第３２１条の８第５２項に規定する特定法人である内国法

人は、第１項の規定により、納税申告書により行うこととされて

いる法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、

同条第５２項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書

に記載すべきものとされている事項（次項及び第１１項におい

て「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に規定

する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税

共同機構（第１２項において「機構」という。）を経由して行う

方法により市長に提供することにより、行わなければならない。 

 

１１ （略） １０ （略）  

１２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載

事項が法第７６２条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入

１１ 第９項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事

項が法第７６２条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出

 



１６ 

出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた時

に同項に規定する市長に到達したものとみなす。 

力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた時に

同項に規定する市長に到達したものとみなす。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他

の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用するこ

とが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用

しないで納税申告書を提出することができると認められる場合

において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出するこ

とについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期

間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しな

い。法人税法第７５条の４第２項の申請書を同項に規定する納

税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法人が、当該税

務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けて

いない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提

出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限

までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する

期間内に行う第１０項の申告についても、同様とする。 

１２ 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の

理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用すること

が困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用し

ないで納税申告書を提出することができると認められる場合に

おいて、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出すること

について市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間

内に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しな

い。法人税法第７５条の５第２項の申請書を同項に規定する納

税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法人が、当該税

務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けて

いない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提

出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限

までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する

期間内に行う第１０項の申告についても、同様とする。 

 

１４ （略） １３ （略）  

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項

の申告につき第１３項の規定の適用を受けることをやめようと

するときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届

出書を市長に提出しなければならない。 

１４ 第１２項の規定の適用を受けている内国法人は、第９項の

申告につき第１３項の規定の適用を受けることをやめようとす

るときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出

書を市長に提出しなければならない。 

 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、

法第３２１条の８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があ

ったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日

以後の第１３項前段の期間内に行う第１０項の申告について

は、第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、

同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでな

い。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、

法第３２１条の８第６１項の処分又は前項の届出書の提出があ

ったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日

以後の第１３項前段の期間内に行う第９項の申告については、

第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同

日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、 １６ 第１２項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、  



１７ 

第１５項の届出書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若し

くは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する

場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出書の提出又

は処分があった日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行う第

１０項の申告については、第１３項後段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出し

たときは、この限りでない。 

第１４項の届出書の提出又は法人税法第７５条の５第３項若し

くは第６項の処分があったときは、これらの届出書の提出又は

処分があった日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行う第９

項の申告については、第１３項後段の規定は適用しない。ただ

し、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出した

ときは、この限りでない。 

第４９条 （略） 第４９条 （略）  

 （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）  （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）  

第５０条 （略） 第５０条 （略）  

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第

１項、第２項、第４項又は第１９項の納期限（同条第２３項の

申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条

第１項、第２項又は第４項の納期限とし、納期限の延長があっ

た場合には、その延長された納期限とする。第４項第１号にお

いて同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年

１４．６パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第

１項、第２項又は第３１項の納期限（同条第３５項の申告納付

に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１項又

は第２項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その

延長された納期限とする。第４項第１号において同じ。）の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセン

ト（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割

合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し

なければならない。 

 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項

の規定による更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、

第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書を提出した日（当

該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書

の提出期限）の翌日から１年を経過する日後であるときは、詐偽

その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該１年

を経過する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正

申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされた

こと（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項

の規定による更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、

第２項又は第３１項に規定する申告書を提出した日（当該申告

書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出

期限）の翌日から１年を経過する日後であるときは、詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該１年を経過

する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正申告書

を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと（に

よる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日

 



１８ 

人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全

支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７

に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若し

くは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正

申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けた

こと。次項第２号において同じ。）による更正に係るものにあっ

ては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若

しくは決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎

となる期間から控除する。 

又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日）までの

期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（こ

れに類するものを含む。以下この項において「増額更正」とい

う。）があったとき（当該増額更正に係る市民税について法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する申告

書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されて

おり、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少

させる更正（これに類するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）があった後に、当該増額更正があったときに

限る。）は、当該増額更正により納付すべき税額（当該当初申告

書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するま

での部分に相当する税額に限る。）については、前項の規定にか

かわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税

を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市

民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっ

ては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（こ

れに類するものを含む。以下この項において「増額更正」とい

う。）があったとき（当該増額更正に係る市民税について法第３

２１条の８第１項、第２項又は第３１項に規定する申告書（以下

この項において「当初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該増額更正があったときに限る。）

は、当該増額更正により納付すべき税額（当該当初申告書に係る

税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分

に相当する税額に限る。）については、前項の規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた

法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は

令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第

１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間か

ら控除する。 

 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略）  

第５１条 （略） 第５１条 （略）  

 （法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金）  （法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金）  

第５２条 （略） 第５２条 （略）  



１９ 

２・３ （略） ２・３ （略）  

４ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申

告書を提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の

規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支

配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）は、当該申

告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係

るものの連結所得（同法第２条第１８号の４に規定する連結所

得をいう。）に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を

課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべ

き均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税

額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日か

ら同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期

間の日数に応じ、年７．３パーセントの割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

  

５ 第４８条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用す

る。この場合において、同条第７項中「前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免

れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による

更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民

税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあって

は、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初

申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日

が第５２条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日

の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）か

ら第５２条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替え

るものとする。 

  

６ 第５０条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用す

る。この場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわら

  



２０ 

ず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免

れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税

又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあって

は、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初

申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日

が第５２条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日

の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）か

ら同条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるも

のとする。 

第５３条から第９３条の２まで （略） 第５３条から第９３条の２まで （略）  

 （たばこ税の課税標準）  （たばこ税の課税標準）  

第９４条 （略） 第９４条 （略）  

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻

たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するもの

とする。ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻

たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもっ

て紙巻たばこの０．７本に換算するものとする。 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻

たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するもの

とする。ただし、１本当たりの重量が１グラム未満の葉巻たば

この本数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙

巻たばこの１本に換算するものとする。 

 

区分 重量 
１ 喫煙用の製造たばこ  
 ア 葉巻たばこ １グラム 
 イ パイプたばこ １グラム 
 ウ 刻みたばこ ２グラム 
２ かみ用の製造たばこ ２グラム 
３ かぎ用の製造たばこ ２グラム 

 

区分 重量 
１ 喫煙用の製造たばこ  
 ア 葉巻たばこ １グラム 
 イ パイプたばこ １グラム 
 ウ 刻みたばこ ２グラム 
２ かみ用の製造たばこ ２グラム 
３ かぎ用の製造たばこ ２グラム 

 

 

３～１０ （略） ３～１０ （略）  

第９５条から第１５１条まで （略） 第９５条から第１５１条まで （略）  



２１ 

   

   附 則    附 則  

第１条から第３条まで （略） 第１条から第３条まで （略）  

 （延滞金の割合等の特例）  （延滞金の割合等の特例）  

第３条の２ （略） 第３条の２ （略）  

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年

の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が

年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中にお

いては、その年における当該加算した割合とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項に規定する延滞金の年７．３パー

セントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付

割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、そ

の年における当該加算した割合とする。 

 

   

   以 下 （略）    以 下 （略）  
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原の 一支国王都復元公園条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条及び第２条 （略） 第１条及び第２条 （略）  

 （管理）  （公園の管理）  

第３条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的

に応じて最も効率的に運用しなければならない。 

第３条 公園の管理は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定

により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

 

 ２ 指定管理者は、公園を常に良好な状態において管理し、その

設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。 

 

 （入園又は施設の利用）  （入園及び利用）  

第４条 公園に入園しようとする者又は同施設の利用者（以下「入

園者等」という。）は、管理者が指示した事項に留意し、常に善

良な入園者等としての注意をもって観覧又は利用しなければな

らない。 

第４条 公園に入園しようとする者及び利用しようとする者（以

下「入園者等」という。）は、常に善良な入園者等としての注意

をもって利用等しなければならない。 

 

２ 市長は、入園者等がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に

違反したときは、入園又は利用の中止を命ずることができる。 

２ 指定管理者は、入園者等がこの条例又はこの条例に基づく諸

規定に違反したときは、入園及び利用の中止を命ずることがで

きる。 

 

３ 市長は、入園者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入

園の承認若しくは利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命

ずることができる。 

３ 指定管理者は、入園者等が次の各号のいずれかに該当すると

きは、入園及び利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることがで

きる。 

 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略）  

４ 市長は、前項の規定により入園の承認若しくは利用の許可を

取り消し、又は利用を中止させた場合において、当該取消し又

は中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。 

４ 指定管理者は、前項の規定により入園及び利用を拒否し、又

は利用を中止させた場合において、当該拒否又は中止に伴う損

害賠償の責めを負わないものとする。 

 

 （施設の使用料）  （指定管理者の業務）  

第５条 公園施設の利用者（以下「利用者」という。）は、別表

に定める施設の使用料（以下「使用料」という。）を納入する

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 公園、その附属設備等の維持及び管理に関すること。 
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ものとする。  (2) 公園の利用の許可等に関すること。 

 (3) 前２号に規定する業務に付随する業務 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、公園を有効利用するために

必要な業務 

 （使用料の減免）  （開園日及び開園時間）  

第６条 教育上その他特別の事情により必要があると認める者に

対して、市長は、前条の規定にかかわらず、使用料を減額又は免

除することができる。 

第６条 公園の開園日及び開園時間は、教育委員会規則で定め

る。 

 

 （使用料の還付）  （利用の許可等）  

第７条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の

責めによらない事由のときは、この限りでない。 

第７条 公園のうち体験広場又はガイダンス施設を利用しようと

する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。 

 

 ２ 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が第４

条第３項各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をして

はならない。 

 

 ３ 指定管理者は、第１項の規定により許可する場合は、公園の

管理運営上必要な条件を付することができる。 

 

 ４ 第１項の規定により許可を受けた者（以下「利用者」とい

う。）は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならな

い。 

 

 （管理の代行等）  （利用の許可の取消し及び利用の中止）  

第８条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指

定管理者（地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管

理者をいう。以下同じ。）に公園の管理を行わせることができる。 

第８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、前条第１項の規定による許可を取り消し、又はその利

用を中止させることができる。 

 

２ 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の

当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

 (1) その利用が、第４条第３項各号のいずれかに該当するこ

とが明らかになったとき。 

 

 (1) 施設の維持及び管理（市長が定めるものを除く。）  (2) 前条第３項の規定により付された条件に違反したとき。  

 (2) 利用の許可等に関すること。  (3) 前条第４項の規定に違反したとき。  

 (3) 前２号に規定する業務に付随する業務  (4) 偽りその他不正の行為により、許可を受けたとき。  

３ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっ  (5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。  
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ては、この条例の規定（前項に規定する業務に係る部分に限る。

以下同じ。）中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この

条例の規定を適用する。 

  （利用許可事項の変更等）  

 第９条 利用者は、第７条第１項の規定により許可を受けた事項

を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければ

ならない。 

 

 ２ 利用者は、第７条第１項の規定により許可を受けた利用を中

止しようとするときは、指定管理者にその旨を届け出なければ

ならない。 

 

  （利用料金等）  

 第１０条 公園の入園料は、無料とする。  

 ２ 公園のうち体験広場又はガイダンス施設の利用者は、その利

用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納付しなければ

ならない。 

 

 ３ 体験広場の占有利用に係る利用料金は、別表第１に定める金

額とし、ガイダンス施設の地域振興室又は体験交流室（以下

「貸室」という。）の利用に係る利用料金は、別表第２に定め

る金額とする。この場合において、地域振興室の一部を利用す

る場合に限り、利用した面積により同表に定める金額を按
あん

分し

利用料金を徴収することができるものとする。 

 

 ４ 前項の規定にかかわらず、体験広場又は貸室の利用に際し、

参加料又はこれらに類するものを参加者等から徴収する場合

は、同項に規定する利用料金に１０割を乗じて得た額を加算し

た額を上限とし、利用者から利用料金を徴収することができる

ものとする。 

 

 ５ ガイダンス施設の附属設備等（貸室の冷暖房装置を除く。）

の利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て、別に定めるも
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のとする。 

 ６ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。  

  （体験料）  

 第１１条 体験に係る利用料金（以下「体験料」という。）は、

別表第３に定める金額を上限として、市長の承認を得て、指定

管理者が定めるものとする。 

 

 ２ 体験料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。  

  （利用料金等の減免）  

 第１２条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認め

るときは、利用料金を減額し、又は免除することができるもの

とする。 

 

 ２ 指定管理者は、市内の小学生又は中学生が授業の一環として

体験を行う場合は、体験料を減額し、又は免除することができ

るものとする。 

 

  （利用料金の還付）  

 第１３条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。 

 

  (1) 第８条第５号の規定に該当することを理由として、利用

の許可を取り消され、又はその利用を中止させられたとき。 

 

  (2) 利用者の責めに帰することができない事由により、第９条

に規定する変更の承認を受けたとき又は中止を届け出たとき。

 

  （原状回復）  

 第１４条 利用者は、公園の利用を終了したとき又は第８条の規

定により利用の許可を取り消され、若しくはその利用を中止さ

せられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。 

 

  （損害賠償等）  

 第１５条 公園を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に回復

し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管
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理者がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでな

い。 

 （委任）  （委任）  

第９条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則

で定める。 

第１６条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し

必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

 

   

   附 則 （略）    附 則 （略）  

   

別表（第５条関係） 
施設名 単位 基本使用料 冷暖房装置使用料 

体験交流室 １時間 ５００円 １００円 
地域振興室 １月 ５０，９２０円 基本使用料に含む。 

 

別表第１（第１０条関係） 
占有場所 単位 利用料金（税込） 

体験広場 １日 １０，０００円 
 

 

 別表第２（第１０条関係） 
室名 単位 利用料金（税込） 冷暖房装置利用料

（税込） 
体験交流室 １時間 ５００円 １００円 
地域振興室 １月 ５０，９２０円 利用料金に含む。 

 

 

 別表第３（第１１条関係） 
体験メニュー 体験料（税込） 

火起こし体験 ３００円 
勾玉づくり体験 ６００円 
干支人形絵付け体験 ７５０円 
ガラス玉づくり体験 ９００円 
土器づくり体験（土器焼きを含む。） １，２００円 
その他体験メニュー １，２００円 

 

 

   

 



資料２

１． 各会計予算額一覧 1

２． ９月１日専決補正予算の概要 2～3

令和２年度９月１日専決補正予算概要

壱　岐　市





1

○一般会計、特別会計 　　（単位：千円）

現計予算額 9/1専決補正予算 補正後予算額

27,818,000 10,000 27,828,000 

3,833,105 3,833,105 

50,719 50,719 

3,883,824 3,883,824 

351,777 351,777 

3,732,102 3,732,102 

45,378 45,378 

3,777,480 3,777,480 

330,899 330,899 

120,889 120,889 

83,574 83,574 

8,548,443 8,548,443 

36,366,443 10,000 36,376,443 

○企業会計 　　（単位：千円）

内 訳 現計予算額 9/1専決補正予算 補正後予算額

収益的収入 834,969 834,969 

収益的支出 802,154 802,154 

資本的収入 267,810 267,810 

資本的支出 348,332 348,332 

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

計

下水道事業特別会計

一般会計、特別会計の合計

水道事業会計

三島航路事業特別会計

合　　　　計

介護保険
事業特別
会    計

会　計　名

令和２年度壱岐市各会計予算額一覧

会　　計　　名

一　　　　般　　　　会　　　　計

特
別
会
計

国民健康
保険事業
特別会計

農業機械銀行特別会計

事業勘定

後期高齢者医療事業特別会計

診療施設勘定

計



2

7土木費 4港湾費 1港湾管理費 郷ノ浦港ターミナルビル管理費 0 10,000 10,000

令和２年度９月１日専決補正予算の概要
■一般会計

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計



3

予算書

国費 県費 地方債 その他 ページ

10,000 ■郷ノ浦港ターミナルボーディングブリッジ補
修工事
・郷ノ浦港ボーディングブリッジ先端の張り出
し部分を支えている装置（プランマブロック）
が腐食等により脱落し使用できなくなってお
り、早急に復旧させるため補修工事を実施す
る。

水産
課

10～
11

（単位：千円）

補正額の財源内訳
事業内容等 所属特 定 財 源

一般財源



資料３

１． 各会計予算額一覧 1

２． ９月補正予算主要事業一覧 2～7

３． 基金の状況（見込み） 8

令和２年度９月補正予算（案）概要

壱　岐　市





1

○一般会計、特別会計 　　（単位：千円）

現計予算額 ９月補正予算額(案) 補正後予算額(案)

27,828,000 405,000 28,233,000 

3,833,105 △ 1,156 3,831,949 

50,719 50,719 

3,883,824 △ 1,156 3,882,668 

351,777 1,084 352,861 

3,732,102 13,024 3,745,126 

45,378 45,378 

3,777,480 13,024 3,790,504 

330,899 △ 982 329,917 

120,889 120,889 

83,574 13,430 97,004 

8,548,443 25,400 8,573,843 

36,376,443 430,400 36,806,843 

○企業会計 　　（単位：千円）

内 訳 現計予算額 ９月補正予算額(案) 補正後予算額(案)

収益的収入 834,969 834,969 

収益的支出 802,154 802,154 

資本的収入 267,810 267,810 

資本的支出 348,332 348,332 

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

計

下水道事業特別会計

一般会計、特別会計の合計

水道事業会計

三島航路事業特別会計

合　　　　計

介護保険
事業特別
会    計

会　計　名

令和２年度壱岐市各会計予算額一覧

会　　計　　名

一　　　　般　　　　会　　　　計

特
別
会
計

国民健康
保険事業
特別会計

農業機械銀行特別会計

事業勘定

後期高齢者医療事業特別会計

診療施設勘定

計



2

■一般会計

国費 県費 地方債 その他

2 総務費 1 総務管
理費

14 新型コ
ロナウ
イルス
感染症
対応事
業費

新型コロナウイルス
感染症対応緊急経済
対策事業（総務課）

3,400 38,300 41,700 38,000 0 0 0

2 総務費 1 総務管
理費

14 新型コ
ロナウ
イルス
感染症
対応事
業費

新型コロナウイルス
感染症対応緊急経済
対策事業（農林課）

11,260 7,550 18,810 7,500 0 0 0

3 民生費 2 児童福
祉費

1 児童福
祉総務
費

子ども・子育て支援
事業

52,223 9,120 61,343 4,020 4,050 0 0

3 民生費 2 児童福
祉費

1 児童福
祉総務
費

子育て支援見守り強
化事業

0 8,313 8,313 8,313 0 0 0

5 農林水
産業費

1 農業費 3 農業振
興費

有害鳥獣被害防止対
策事業費

20,639 16,834 37,473 0 0 0 0

5 農林水
産業費

3 水産業
費

2 水産業
振興費

水産業振興総合対策
事業費

0 25,632 25,632 0 17,587 0 0

令和２年度９月補正予算の主要事業

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

特 定 財 源

６次産業

化市場規

模拡大対

策整備交

付金

子ども子

育て支援

交付金

支援対象

児童等見

守り強化

事業補助

金

放課後児

童健全育

成事業費

補助金

新型コロ

ナウイル

ス感染症

対応地方

創生臨時

交付金

新型コロ

ナウイル

ス感染症

対応地方

創生臨時

交付金



3

内訳 予算書
基本
目標 ページ

300 新規 ■離島航空路線確保緊急支援補助金
・壱岐市・対馬市・五島市の3市にお
いて、新型コロナウイルスの影響に
よる4月～5月の営業損失額の1／2を
支援する。
営業損失額　230,028千円×1／2×1
／3＝38,300千円

4 3 － 新型コロナウイルスの影響が大
きいオリエンタルエアブリッジ
㈱の経営安定化を図り離島航空
路線を維持するため営業損失額
に対する支援を行う。

総務
課

22～
23

50 ■地域肉用牛振興対策事業補助金
・肥育農家の出荷頭数に応じて、25
千円／頭を追加支援する。
　25千円×302頭＝7,550千円

1 1 壱岐市農
業振興対
策事業費
補助金交
付要綱

新型コロナウイルスの影響によ
り依然として枝肉価格の低迷が
続き、肥育農家の経営を圧迫し
ている状況のため、出荷頭数に
応じて追加の支援を行う。

農林
課

22～
23

1,050 ■放課後児童健全育成事業
・新型コロナウイルス感染症対策臨
時休業時特別開所支援事業
　525千円×6クラブ＝3,150千円
　補助率：国・県・市　各1／3
・新型コロナウイルスの感染拡大防
止を図る事業
　995千円×6クラブ＝5,970千円
　補助額：国　495千円×6クラブ
　　　　　県　500千円×6クラブ

2 1 壱岐市放
課後児童
健全育成
クラブ事
業実施要
綱

新型コロナウイルスの影響に伴
う小学校の臨時休業により、春
休み終了日の翌日以降、平日に
おいて午前中から特別開所する
ための経費及び感染拡大防止対
策を図る事業に対する補助。

こど
も家
庭課

30～
31

0 新規 ■支援対象児童等見守り強化事業
・補助基準額　1箇所当たり
　　　　　　　　　8,313千円
　補助率：国　10／10

2 1 児童虐
待・DV対
策等総合
支援事業
費国庫補
助金交付
要綱

新型コロナウイルスの影響によ
り、学校等の休業や外出自粛が
継続する中で、子どもの見守り
機会が減少し、児童虐待リスク
が高まっていることから、要保
護児童対策地域協議会の支援対
象児童等として登録されている
子どもの状況を定期的に確認す
るため、宅食等の支援を通し
て、子どもの見守り体制の強化
を支援することを目的とする。

こど
も家
庭課

30～
31

16,834 ■タイワンリス捕獲委託料
・捕獲計画数の増加に伴う捕獲報奨
金及び専従捕獲員の人件費増額
　当初　20千頭→変更後　40千頭

1 1 鳥獣の保
護及び狩
猟の適正
化に関す
る法律並
びに指定
外来種等
による生
態系等に
係る被害
の防止に
関する条
例

壱岐市内の生態系や農林水産業
に係る被害を防止する対策とし
て、有害鳥獣の駆除を実施す
る｡

農林
課

36～
37

8,045 新規 ■６次産業化市場規模拡大対策整備
事業
・全体事業費 45,234千円
　　急速冷凍用機器　　 19,800千円
　　真空包装機 　　　　  5,714千円
　　建屋 　　　　　　　16,720千円
　　HACCP取得ｺﾝｻﾙ費用 3,000千円
　補助額：県　35,175千円×1／2
　　　　　市　32,175千円×1／4

1 2 食料産業
の輸出向
けHACCP
等対応施
設整備緊
急対策事
業実施要
綱

６次産業化市場規模拡大対策整
備交付金を活用し、壱岐東部漁
業協同組合のカキ輸出に必要な
鮮度保持機器、施設等の整備及
びHACCP取得により、活カキ
の鮮度を維持しつつ保存期間が
確保され、安定的な供給を行い
輸出先を拡大させる。

水産
課

38～
39

総合計画
根拠法令
条例等

政策等の背景、目的等 所属

（単位：千円）

一般財源 政策
新規 事業内容

【壱岐市総合計画における基本目標】
１．希望の仕事があり安心して働くことができ、起業もできる ４．自然・歴史文化が融和した持続可能な社会基盤が整っている

２．結婚・出産・子育て・教育の希望がかなう ５．壱岐への新しい人の流れをつくる
３．地域コミュニティが守られ、安心して健康に暮らせる ６．協働のまちづくりのもとで効率的で質の高い行政運営が行われている
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■一般会計

国費 県費 地方債 その他

令和２年度９月補正予算の主要事業

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

特 定 財 源

6 商工費 1 商工費 2 商工振
興費

共通地域通貨発行事
業

27,437 △ 23,303 4,134 0 0 △ 23,303 0

6 商工費 1 商工費 4 観光費 誘客多角化等滞在コ
ンテンツ造成事業

0 14,960 14,960 14,960 0 0 0

9 教育費 2 小学校
費

1 学校管
理費

小学校管理費 70,680 13,371 84,051 6,685 0 0 0

9 教育費 3 中学校
費

1 学校管
理費

中学校管理費 21,079 4,000 25,079 2,000 0 0 0

9 教育費 4 幼稚園
費

1 幼稚園
費

幼稚園管理費 5,267 1,530 6,797 1,530 0 0 0

学校保健

特別対策

事業費補

助金

教育支援

体制整備

事業費補

助金

誘客多角

化等滞在

コンテン

ツ造成実

証事業委

託金

過疎債ソ

フト

学校保健

特別対策

事業費補

助金



5

内訳 予算書
基本
目標 ページ

総合計画
根拠法令
条例等

政策等の背景、目的等 所属

（単位：千円）

一般財源 政策
新規 事業内容

【壱岐市総合計画における基本目標】
１．希望の仕事があり安心して働くことができ、起業もできる ４．自然・歴史文化が融和した持続可能な社会基盤が整っている

２．結婚・出産・子育て・教育の希望がかなう ５．壱岐への新しい人の流れをつくる
３．地域コミュニティが守られ、安心して健康に暮らせる ６．協働のまちづくりのもとで効率的で質の高い行政運営が行われている

0 ■しま共通地域通貨発行業務
　新型コロナウイルス感染症の影響
による観光客減少に伴う事業費の
減。

1 3 － 離島過疎市町村共通のプレミア
ム付き共通商品券「しまとく通
貨」を発行し、離島過疎市町の
ＰＲ及び誘客、離島過疎市町で
の消費促進につなげて産業振興
や交流人口の拡大に寄与する。

商工
振興
課

40～
41

0 新規 1 5 － 新型コロナウイルスの影響によ
り、従来の生活様式から変化が
急速に進んでおり、これからは
国内外の観光客が安心して観光
を楽しむことができるよう、地
域が一体となって新たな生活様
式に沿った旅行スタイルに対応
した着地整備を行っていくこと
が重要であり、ｗｉｔｈコロ
ナ、ａｆｔｅｒコロナ期におけ
る対策を講じ、観光イベント・
観光資源をより安全で集客力の
高いものへと磨き上げるために
実施される観光庁の実証事業に
より、壱岐市の観光資源の磨き
上げを行う。

観光
課

40～
41

6,686 ■学校再開に伴う感染症対策等支援
事業
・学校における感染症対策支援
　消毒液、体温計、殺菌消毒機器等
の保健衛生用品購入
　３密対策としての換気に必要な
サーキュレーターの購入及び網戸設
置、水道蛇口交換等
・子どもたちの学習保障支援
　分散授業のための電子黒板、投影
機購入等
　補助率：国　1／2

2 2 学校保健
特別対策
事業費補
助金交付
要綱

各学校が段階的な学校再開に際
して、感染症対策等を徹底しな
がら児童・生徒の学習保障をす
るための新たな試みを実施する
に当たり、保健衛生用品の追加
的な購入や教室における３密対
策としての換気機器購入及び分
散授業等に必要な備品購入な
ど、学校における感染症対策支
援と子どもたちの学習保障支援
を行う。

教育
総務
課

44～
47

2,000 ■学校再開に伴う感染症対策等支援
事業
・学校における感染症対策支援
　消毒液、体温計、殺菌消毒機器等
の保健衛生用品購入
　３密対策としての換気に必要な
サーキュレーターの購入及び網戸設
置、水道蛇口交換等
・子どもたちの学習保障支援
　分散授業のための電子黒板、投影
機購入等
　補助率：国　1／2

2 2 学校保健
特別対策
事業費補
助金交付
要綱

各学校が段階的な学校再開に際
して、感染症対策等を徹底しな
がら児童・生徒の学習保障をす
るための新たな試みを実施する
に当たり、保健衛生用品の追加
的な購入や教室における３密対
策としての換気機器購入及び分
散授業等に必要な備品購入な
ど、学校における感染症対策支
援と子どもたちの学習保障支援
を行う。

教育
総務
課

46～
47

0 ■教育支援体制整備事業
・新型コロナウイルス感染症対策の
ための消毒液、体温計及び空気清浄
機等の保健衛生用品購入
　補助率：国　10／10

2 2 教育支援
体制整備
事業費補
助金

新型コロナウイルス感染症対策
を実施するために必要となるマ
スク、消毒液、空気清浄機等の
保健衛生用品等を購入し幼児教
育の質の向上のための環境を整
備する。

教育
総務
課

46～
47

■壱岐島ワーケーションパッケージ
創出事業
①「逆参勤交代構想」に基づきワー
ケーションの受け入れ（モニターツ
アー）を行い、効果測定分析により
離島テレワークの優位性の検証を行
う。
②本モニターツアーに体験コンテン
ツを組み込み、ｗｉｔｈコロナ期に
おける安全な体験の提供方法を検証
する。
③最終的に、テレワーク＋体験＋宿
泊等をセットにしたワーケーション
パッケージの旅行商品化により定着
させる。

※来島前後のＬＡＭＰ法による検査
等、感染症拡大防止対策を講じたう
えで実施。

　補助率：国　10／10
　　　　　（上限20,000千円）
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■一般会計

国費 県費 地方債 その他

令和２年度９月補正予算の主要事業

款 項 目 事業名
補正前
の額

補正額 計
補正額の財源内訳

特 定 財 源

10 災害復
旧費

1 農林水
産施設
災害復
旧費

1 農地及
び農業
用施設
災害復
旧費

農地及び農業用施設
災害復旧事業費（現
年災）

61,613 118,810 180,423 0 58,200 0 5,850

10 災害復
旧費

2 公共土
木施設
災害復
旧費

1 公共土
木施設
災害復
旧費

公共土木施設災害復
旧事業費（現年災補
助）

0 63,000 63,000 50,400 0 12,600 0

10 災害復
旧費

2 公共土
木施設
災害復
旧費

1 公共土
木施設
災害復
旧費

公共土木施設災害復
旧事業費（現年災単
独）

1,513 20,300 21,813 0 0 19,300 0

農地及び

農業用施

設災害復

旧費補助

金

農地等災

害復旧費

受益者負

担金

公共土木

施設災害

復旧費負

担金

公共土木

施設等災

害復旧事

業債（補

助）

公共土木

施設等災

害復旧事

業債（単

独）
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内訳 予算書
基本
目標 ページ

総合計画
根拠法令
条例等

政策等の背景、目的等 所属

（単位：千円）

一般財源 政策
新規 事業内容

【壱岐市総合計画における基本目標】
１．希望の仕事があり安心して働くことができ、起業もできる ４．自然・歴史文化が融和した持続可能な社会基盤が整っている

２．結婚・出産・子育て・教育の希望がかなう ５．壱岐への新しい人の流れをつくる
３．地域コミュニティが守られ、安心して健康に暮らせる ６．協働のまちづくりのもとで効率的で質の高い行政運営が行われている

54,760 ■農地及び農業用施設災害復旧事業
（補助）
　農地　　　　26地区
　農業用施設　14地区
（単独）
　農地　　　　30地区
　農業用施設　41地区

1 1 農林水産
業施設災
害復旧事
業国庫補
助の暫定
措置に関
する法律

7月の梅雨前線豪雨により被災
した農地及び農業用施設の機能
を回復させ、農業生産の維持及
び農業経営の安定化を図る。

農林
課

50～
53

0 ■公共土木施設災害復旧工事請負費
（補助）
　道路　13箇所
　河川　 3箇所

4 4 公共土木
施設災害
復旧事業
費国庫負
担法

7月の梅雨前線豪雨により被災
した公共土木施設の復旧を行
い、施設の安全を確保する。

建設
課

52～
53

1,000 ■公共土木施設災害復旧事業費（現
年災単独）
　道路　10箇所
　河川　 1箇所

4 4 公共土木
施設災害
復旧事業
費国庫負
担法

7月の梅雨前線豪雨により被災
した公共土木施設の復旧を行
い、施設の安全を確保する。

建設
課

52～
53
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○積立基金  (単位：千円）

1,203,668 292 150,000 1,053,960 290 400,000 654,250

1,765,159 247 1,000,000 765,406 782 400,000 366,188

315,607 131 184,000 131,738 32 106,700 25,070

692,770 0 3,500 689,270 0 2,600 686,670

183,898 19 6,900 177,017 19 24,900 152,136

40,775 0 0 40,775 0 0 40,775

149,116 26 20,000 129,142 34,788 49,200 114,730

51,143 13,431 13,426 51,148 13,455 13,426 51,177

7,303 1 300 7,004 1 300 6,705

7,805 0 0 7,805 0 0 7,805

10,741 1 0 10,742 2 5,000 5,744

1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000

2,365,600 0 0 2,365,600 0 802,900 1,562,700

434,115 379,987 302,100 512,002 400,131 434,680 477,453

469,859 263,088 225,000 507,947 260,090 27,400 740,637

150,001 50,015 0 200,016 50,016 0 250,032

150,001 100,042 0 250,043 50,043 0 300,086

0 3,064 0 3,064 6,439 3,000 6,503

6,028,734 809,805 755,226 6,083,313 815,016 1,470,106 5,428,223

8,997,561 810,344 1,905,226 7,902,679 816,088 2,270,106 6,448,661

255,679 26 80,000 175,705 26 80,000 95,731

0 0 0 0 0 0 0

61,839 7 734 61,112 7 734 60,385

0 0 0

21,654 7,843 7,150 22,347 7,843 7,150 23,040

339,172 7,876 87,884 259,164 7,876 87,884 179,156

9,336,733 818,220 1,993,110 8,161,843 823,964 2,357,990 6,627,817

○定額運用基金

0 0 0 0 0 0 0

20,000 350 350 20,000 0 0 20,000

43,566 4,000 0 47,566 0 0 47,566

2,000 0 0 2,000 0 0 2,000

65,566 4,350 350 69,566 0 0 69,566

9,402,299 822,570 1,993,460 8,231,409 823,964 2,357,990 6,697,383

基　　金　　の　　状　　況　（見込み）

令和２年度（見込み）
令 和 ２ 年 度 末
現 在 高 見 込

平成３０年度末
現 在 高

令和元年度
令 和 元 年 度 末
現 在 高

区 分
積立金 取崩額 積立金 取崩額

老人ホーム事業施設整備基金

中山間ふるさと活性化基金

栽培漁業振興基金

沿岸漁業振興基金

教育振興基金
一
般
会
計
分

財政調整基金

減債基金

特
定
目
的
基
金

地域振興基金

地域福祉基金

ふるさと応援基金

過疎地域自立促進特別事業基金

本庁舎建設基金積立金

学校施設整備基金積立金

壱岐市森林環境譲与税基金

小 計

松永記念館維持管理基金

原の辻遺跡保存整備基金

ふるさと市町村圏基金

合併振興基金

農業機械銀行特別会計減価償却基金

計

合 計

計

特
別
会
計
分

国民健康保険財政調整基金

直営診療所財政調整基金

介護給付費準備基金

特別養護老人ホーム事業財政調整基金

区 分
令 和 ２ 年 度 末
現 在 高 見 込

平成３０年度末
現 在 高

令和元年度
令 和 元 年 度 末
現 在 高

令和２年度（見込み）

積立金 取崩額積立金 取崩額

合 計

合計（積立基金＋定額運用基金）

収入印紙及び長崎県収入証紙等購買基金

土地開発基金

災害資金貸付基金

奨学資金運用基金



資料４

１．健全化判断比率等の概要について １～２

２．令和元年度実質収支に関する調書 ３～４

３．令和元年度普通会計決算状況カード ５～６
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（単位：千円）

事業勘定 直営診療施設勘定

１ 26,475,023 3,905,347 97,535 337,039

２ 25,716,470 3,867,245 97,535 334,125

３ 758,553 38,102 0 2,914

（１）継続費逓次繰越額

（２）繰越明許費繰越額 207,979

（３）事故繰越繰越額 117,353

計 325,332 0 0 0

５ 433,221 38,102 0 2,914

６

介護保険事業勘定 介護サービス事業勘定

１ 3,570,658 63,892 350,446 110,446

２ 3,524,693 37,332 350,370 110,446

３ 45,965 26,560 76 0

（１）継続費逓次繰越額

（２）繰越明許費繰越額

（３）事故繰越繰越額

計 0 0 0 0

５ 45,965 26,560 76 0

６

令和元年度実質収支に関する調書

区 分

会 計 名

一般会計
国民健康保険事業特別会計 後期高齢者医療

事業特別会計

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳　入　歳　出　差　引　額

４
翌年度へ
繰り越す
べき財源

実 質 収 支 額

実質収支のうち地方自治法第
233条の2の規定による基金繰入
金

区 分

会 計 名

介護保険事業特別会計 下水道事業
特別会計

三島航路事業
特別会計

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳　入　歳　出　差　引　額

４
翌年度へ
繰り越す
べき財源

実 質 収 支 額

実質収支のうち地方自治法第
233条の2の規定による基金繰入
金

3



（単位：千円）

１ 142,015

２ 128,584

３ 13,431

（１）継続費逓次繰越額

（２）繰越明許費繰越額

（３）事故繰越繰越額

計 0

５ 13,431

６

１

２

３

（１）継続費逓次繰越額

（２）繰越明許費繰越額

（３）事故繰越繰越額

計

５

６

令和元年度実質収支に関する調書

区 分

会 計 名

農業機械銀行
特別会計

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳　入　歳　出　差　引　額

４
翌年度へ
繰り越す
べき財源

実 質 収 支 額

実質収支のうち地方自治法第
233条の2の規定による基金繰入
金

区 分 特別会計合計 一般会計、特別会計合計

歳 入 総 額 8,577,378 35,052,401

歳 出 総 額 8,450,330 34,166,800

歳　入　歳　出　差　引　額 127,048 885,601

４
翌年度へ
繰り越す
べき財源

0 0

0 207,979

0 117,353

0 325,332

実 質 収 支 額 127,048 560,269

実質収支のうち地方自治法第
233条の2の規定による基金繰入
金

0 0
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27年 人 　 ｋ㎡ 　人/ｋ㎡ 　　人 　　人 　　人
22年 人
17年 人

増減率 △ 7.7 ％ △ 6.5 ％ 　　％ 　　％ 　　％

人
　　人 　　人 　　人

人 　　％ 　　％ 　　％

　千円 　千円 　千円 ・ 財政再建

1 Ａ ・ 不交付

　千円 ・ 低開発

2 Ｂ ・ 農工 ○

　千円 ・ 産炭

3 Ｃ ・ 法適過疎 ○

・ 県単過疎

4 Ｄ ※（ ） ％ ・ 離島 ○

　ア イ （全域・一部）

5 実　質　収　支　　C-D Ｅ ％ ・ 辺地 ○

％ ％ ％ （全域・一部）

　ア－イ ・ 半島地域

6 Ｆ ％ ・ テクノ

7 Ｇ 　千円

・ 消防

・ ごみ処理

・ し尿処理

8 Ｈ ・ 介護保険

　千円 ・ 小学校関係

9 Ｉ ・ 中学校関係

10 　千円 ・ 山林関係

Ｊ ・ 火葬場

％ ・ 税務事務

・ その他（　　　　　）

％ ％

人 　千円 円  千円

（1人）

（1人）

（1人）

（1人）

（1人）

　千円 　千円

※「経常収支比率」欄の上段（　）は、減税補てん債及び臨時財政対策債を計算式の分母から除いた比率

8,434

22.8 16.0 61.2

第　３　次

1,945 8,4022,657

15.0

27年

Ⅰ－１
ふりがな

 都道府
県　名

7,925,026

1,053,960

765,406

6,105,660

第　１　次 第　２　次

－

20.4

区　　分

国調

月額　 Ｂ/Ａ

特　　　　別　　　　職　　　　員

＜財政健全化指標＞

区　　分

64.6

6.4

94.8

27,756,810

改定実施

年 月 日 給料(報酬)月額

市 町 長

308,092

H21.8.7

318,214

308,000

263,063

　　　　　　－

　　　　　　－

将来負担比率

収 益 事 業 収 入 額

連結実質赤字比率

実質公債費比率

種　地
種　地　区　分 １－１

いきし
市町村類型

長崎県
コード番号

人　　　　　　　　　　口 面　　積 人口密度
人口集中地区
人口　　（人）

422100

市町名 壱岐市
産　　　　　　業　　　　　　構　　　　　　造

元年度交付税

国
　
調

27,103

31,414

平成16年3月1日、次の４町の新設合併により

就
　
　
業
　
　
人
　
　
口

R2.1.1 26,439

29,377 139.42

指定団体等の状況

市制施行
3,141 2,201

194.40

市町村の沿革（合併状況）

26,564,231 26,797,021

郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町

住民

指　　標　　等

22年

国調

区　　　　　　　　　　　　分 令和元年度

基準財政

歳 入 総 額

基本

平成30年度

台帳
H31.1.1 26,827

収 入 額

翌年度に繰り越すべき財源 325,332 422,109

財政力指数

11,148,426需 要 額

基準財政

債務負担行為を

2,457,933

歳入歳出差引額　　A-B　 771,983 921,399 標準財政規模 12,104,245

歳 出 総 額 25,792,248 25,875,622

446,651 499,290

比　　　率

公債費比率

0.219

経常収支 97.7

処 理 の 状 況

実 質 収 支 比 率 3.69 3.97

事 務 の 共 同

含む公債費比率

制限比率 －

－

起　　　債

減債基金

単 年 度 収 支 △ 52,639 38,772

積 立 金 292 346

その他繰 上 償 還 金 366,200 430,812

内
訳

積立金現在高

財調基金

69,930

91,592 316,927

区　　　分

積 立 金 と り く ず し 額 150,000 400,000

実 質 単 年 度 収 支

一　般　職　員　等　（　普　通　会　計　）　　R2.4.1現在

一人当り支給

地方債現在高

徴　　税　　費　　率

1,033,858

7.6 6.1

38.3

実質赤字比率

債務負担行為額
Ｆ＋Ｇ＋Ｈ－Ｉ 163,853

616

議 会 議 長

副 市 町 長

800

区　　　　　分 職員数　Ａ 給料月額 Ｂ

H20.5.1一 般 職 員 289

640

教 育 長 576

380

H20.5.1

H20.5.1

技能労務職員 2

教 育 公 務 員 28 8,910

117,691

16,573

臨 時 職 員

らの繰入額

議 会 議 員

消 防 職 員

普通会計か 法適用

議 会 副 議 長

63

の有無

三 島 航 路 事 業
介護保険（保険勘定） 有・無

下水道（漁業集落）

有・無

事　　業　　名

有・無

令和元年度決算状況

公
営
事
業
等
の
状
況

法適用

合 計 382

　〃　（介護ｻｰﾋﾞｽ勘定）

国保（直診勘定） 有・無

有・無 2,914

事　業　名 の有無

　千円

収　支　額

後期高齢者医療事業

国民（事業勘定）

有・無

有・無

H21.8.7 （14人）

有・無

下水道（公共下水） 有・無

収　支　額

76,375

普通会計か

0

34,011

28,385

325,574

330

H21.8.7

300

らの繰入額

38,102

0

0

26,560

45,951

45,965

0

0

水 道 事 業

118,802

521,159

　千円

355,296

30,427
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令和元年度決算状況 都道府県名

％ ％ ％ ％ ％

　基準税額×

　１００／７５

％ ％ ％

－ － －

円 ① 千円 ⑥ 千円

② 千円 ⑦ 千円 ％ ％ ％

③ 千円 ⑧ 千円

④ 千円 ⑨ 千円

⑤ 千円 千円

／ 100

1,925

0.1

36.2

15,052,757

　千円　千円　千円

　千円 　千円

議 会 費

総 務 費

1,185

2,959 0.0

0.0

2,273,377

増減率

1.4

　千円

22.6

288,926

0.0

469,886

△ 48.7

△ 3.3

△ 7.1

壱　岐　市

1,925

長崎県

△ 34.1

11.0

△ 2.1

Ⅰ　－　１

△ 18.3

0.3

2,944,871 11.4 13.2扶 助 費

1,876,429

4,105,778 15.9

うち

2,161,064 0.6

2,918,076

466,4963,063,270

内

訳

△ 6.8

16,561

2,026,146

△ 10.9

△ 5.6

△ 5.9

12,771,815

4,277

29,770

193,334

14.3

100.0

367,900

土 木 費

消 防 費0.5

1.0

4.5

商 工 費

30,088

補　　　　助

11.9

内
訳

3.2

失業対策事業費

19,696,312

1,675,753

5.7

8.4

38.8

2,959

職 員 給

5,403

9,619,387

公 債 費

1,489,327

2.8

1,123,512

711,038 △ 38.6

2,875,722

△ 5.7

0.2

11.1

0.1

10.8

28,385

3,280,737

市 町 村 民 税

1,481

22.4

0.0

4.4

1.3

72.2

滞納繰
越分

25,792,248

15.4 93.8

△ 45.9

85.3

13.394.3

100.0

25.8

1,006,520 3.9

諸 支 出 金

現年課税分

3,196,156 12.4

前年度繰上充 用金

市町名 類型

98.4

98.6

公 債 費

市 町 村 税 の 計

教 育 費

災 害 復 旧 費

補 助 費 等

徴
収
率

合 計

区 分

1.2

2,392,402

0

5,785,259

0.0

8.2

3,766,609 14.6

90.3

5.8 △ 1.0

△ 12.7

12.7

合　計

△ 3.0

固 定 資 産 税 97.8

％

国 民 健 康 保 険 税

0

9.3

12.1

農 林 水 産 業 費

0

3,000

労 働 費

衛 生 費

民 生 費

経常一般
財源(歳入)

目　　　的　　　別　　　歳　　　出

決　　算　　額 構 成 比 増 減 率区 分

136,581 0.5

41,386

196,276

117,50115.2

災害復旧事業費

7.9

　千円

11,837,384

経常一般
財源(歳出)

11,570,979

1,150,000

　千円

20.4

　千円

合 計 25,792,248 100.0

△ 11.4

1.0

法
人
分

均
等
割

法 人 税 割

1,750

137,352

160
12.1

653,220 △ 4.4

市
町
村
民
税

所得割

3,000

標準税率に

法 定 外 目 的 税

合 計 2,273,377 100.0 1.4

入 湯 税

事 業 所 税

0.0

対する比率

国 民 健 康 保 険 税

目 的 税 2,910

市
町
村
民
税

個
人
分

旧 法 に よ る 税

都 市 計 画 税

136,143

内

訳
水 利 利 益 税

0

6.0

2,910 0.1 23.9

交 付 金

1,026,259

0.1

8.5

軽 自 動 車 税

市町村たばこ 税

法 定 外 普 通 税

法 人 分

779,186

135,545 6.0

鉱 産 税

特別土地保有税

1,013,617

固 定 資 産 税

内訳
純 固 定

3.5

7.2

△ 8.0

0.3 △ 22.1

11.2

1.4

諸　　　　収　　　　入

区 分 決　　算　　額

30.0

繰　　　　越　　　　金 16.7

構 成 比

3,799,900

合 計

寄　　　　附　　　　金

3.5

32.7

△ 3.7

△ 1.6

△ 3.7

1.1

0.0

77,881

380,684

212,360

9.9

0.3

48.1

0.7

0.0

1.3

0.8

178,350

30,088

8,680,674

使　　　　用　　　　料

1,185

内
訳 特 別

株式譲渡所得割交付金

地 方 交 付 税

国 有 提 供 交 付 金

国 庫 支 出 金

都 道 府 県 支 出 金

財　　産　　収　　入

地方特例交付金

小　計　（一般財源）

交通安全交付金

手　　　　数　　　　料

2,966,579

2,645,034

72,134

12,771,815

普 通

分担金・負担金

938,713

4,277

339,214

特別地方消費税交付金

軽油・自動車交付金

税 等

人 件 費 3,530,600 13.7 △ 10.0 3,075,233

構成比 増減率決　　算　　額

物 件 費

元 利 償 還 金 3,194,663

一時借入金利子

構成比

8.6

税 等 区 分

ゴルフ場利用税交付金

2,273,377

0.1

△ 63.3

224,112

469,886

288,9261.1

1.8

維 持 補 修 費

区 分 決　　算　　額

配 当 割 交 付 金

18.9 169,006

地方消費税交付金

地 方 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

5,403

958,188

3,150,587 12.2 △ 4.5 1,886,985

0.9

3,196,156 12.4 △ 3.0

1,376,349

△ 3.0 3,116,729

1,493 0.0

153,064

12.4

3,118,222

10.8

0.0

0.0

△ 1.1

76,720

経常収支

比 　　率

15.4

24.8

24.5 76,720

58.5 1,493

18.6

1.4

7.8

8.9

22.5

22.5

歳 入 性 質 別 歳 出

投 資 的 経 費 6,095,936 23.6

1,300.7

△ 0.1

625,383

818,187

6.5

76.4

△ 3.7

積 立 金

繰 出 金

11.8

0.550,268 0.2

う ち 人 件 費

59

普通建設事業費

投 出 資 金 ・ 貸 付 金

小 計

8,680,674

前年度繰上充用金

938,713

72,134

△ 0.9

914,731

繰　　　　入　　　　金

普　 　　通　　　 税

地　　　　方　　　　債

市 町 村 民 税 3.2

921,399

354,362

1,912,376

収 入 済 額増 減 率

2,270,467

1,023,916

1,011,27344.6

15.9

　千円

△ 0.5

23.9

2,288,895

0

130

150

0.0

400

820,836

110,515

均等割
410

50

120

12,64312,642

内訳
個 人 分 34.3

1.399.9

45.1 △ 0.5

0.5

超過課税分

単　　　　独

1,006,520

13,655,391

19.8 18.3 583,997

700

40.3

61,770

76,613

2,288,895

931,351

1.3

18.6

26,564,231

内
訳

571,811

3.9 △ 45.9

94.8

5,089,416

△ 0.3

市 町 村 税

適 用 税 率 の 状 況

△ 0.3 14,280,774

自動車環境割交付
金 6,545 0.0 6,545

268

9,619,387
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令
和

元
年

度
に

お
け

る
主

要
施

策
の

成
果

説
明

書

１
．

一
般

会
計

（
単

位
：

円
）

翌
年

度
へ

繰
越

額
不

用
額

総
務

費
一

般
管

理
費

5
0
,7

6
5
,0

1
6

5
0
,7

6
5
,0

1
6

0
0

壱
岐

市
防

犯
協

会
連

合
会

補
助

金
7
5
0
,0

0
0

本
庁

舎
建

設
基

金
積

立
金

5
0
,0

1
5
,0

1
6

自
治

公
民

館
費

4
5
,9

6
8
,0

0
0

4
0
,5

0
7
,0

1
0

0
5
,4

6
0
,9

9
0

壱
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0
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0
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0
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【参考資料】

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 198,881 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 3,771,814 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国(県)
支出金

市　債 その他

引上げ分の地
方消費税
（社会保障財
源化分の市町
村交付金）

その他

障害者福祉事業 904,909 657,126 0 0 47,714 200,069

高齢者福祉事業 96,723 0 0 18,763 5,100 72,860

児童福祉事業 62,738 33,997 0 7,500 3,308 17,933

母子福祉事業 4,965 900 0 0 262 3,803

生活保護扶助事業 748,868 527,842 0 702 39,487 180,837

小 計 1,818,203 1,219,865 0 26,965 95,871 475,502

介護保険事業 526,935 25,370 0 21,204 27,784 452,577

国民健康保険事業 278,596 148,888 0 0 14,690 115,018

小 計 805,531 174,258 0 21,204 42,474 567,595

高齢者医療事業 533,969 87,836 0 7,039 28,155 410,939

疾病予防対策事業 114,730 6,215 0 52,706 6,049 49,760

医療提供体制確保事業 499,381 0 0 0 26,332 473,049

小 計 1,148,080 94,051 0 59,745 60,536 933,748

3,771,814 1,488,174 0 107,914 198,881 1,976,845

一 般 財 源

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合計

令和元年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）

が充てられる社会保障施策に要する経費

事業名 事業費

財 源 内 訳

特 定 財 源
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